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１．著作権法で規定する権利には、「著作者（著作物を創作した者）の権利」と「著作物を伝達する者の権利」とがある。それぞれどのような権利であるのか、簡潔に説明しなさい。　※支分権の個々の説明は不要．出版権も除く．
２．著作権法が制定された法目的について説明しなさい（教科書を参照）。また、著作権の権利期間についても述べなさい。
３．「フェアーユース」とは、どのような考え方であるのか、記述しなさい。
【知的財産特論】検討項目レポート③　
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１．著作権法で定められた各種の権利について、「権利侵害になりうる」具体例を書いてみましょう。
	著作者人格権
	公表権
	まだ公表されていない自分の著作物について、それを「公表するかしないかを決定できる権利」（無断で公表されない権利）のこと(第18条第1項)
	（例）友だちの書いた絵を勝手にSNSに掲載した。

	
	氏名表示権
	自分の著作物を公表する時に、「著作者名」を「表示するかしないか」、表示するとすれば「実名」（本名）か「変名」（ペンネーム等）などを決定できる権利のこと（第19条第1項）
	

	
	同一性保持権
	自分の著作物の内容や題号を、自分の意に反して無断で「改変」（変更・切除等）されない権利のこと（第20条第1項）
	

	著作（財産）権
	複製権
	著作物を「形のある物に再製する」(コピーする) ことに関する権利のこと（第21条）
	

	
	上演権及び演奏権
	著作物を公衆向けに「上演」（演劇等の場合）したり、「演奏」（音楽の場合）したりすることに関する権利のこと（第22条）
	


	
	上映権
	著作物を、機器（テレビカメラ等）を用いて、公衆向けに「上映」する（スクリーンやディスプレイに映し出す）ことに関する権利のこと（第22条の２）
	

	
	公衆送信権等
	著作物を公衆向けに「送信」することに関する権利のこと（第23条）
	

	
	口述権
	「言語の著作物」を、朗読などの方法により口頭で公衆に伝達することに関する権利のこと（第24条）
	

	
	展示権
	「美術の著作物の原作品」と「未発行の写真の著作物の原作品」のみを対象として付与されている権利で、これらを公衆向けに「展示」することに関する権利のこと（第25条）
	

	
	頒布権
	「映画の著作物」（映画，アニメ，ビデオなどの「録画されている動く影像」）の場合に限り，「譲渡」と「貸与」の両方を対象とする「頒布権」という権利が付与される(第26条)｡
	

	
	譲渡権
	著作物を公衆向けに譲渡することに関する権利のこと（第26条の2）
	

	
	貸与権
	著作物を公衆に「貸与」することに関する権利のこと（第26条の3）
	

	
	翻案権・翻訳案
	著作物（原作）を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化などにより、創作的に「加工」することによって、「二次的著作物」を創作することに関する権利のこと（第27条）
	

	
	二次的著作物に対する原著作者の権利
	自分の著作物（原作）から作られた「二次的著作物」をさらに第三者が利用すること（「二次的著作物」を利用すること）に関する原作者の権利のこと（第28条）
	

	著作隣接権
	実演家の権利
	2つの人格権（氏名表示権、同一性保持権）と5つの著作隣接権（録音・録画権など）と３つの報酬請求権（ＣＤ使用料など）とから成る実演を行った者（俳優，舞踊家，歌手など）の権利のこと（第89条1項、同条6項）
	

	
	レコード製作者の権利
	4つの著作隣接権（複製権、送信可能化権など）と2つの報酬請求権（ＣＤ使用料など）とから成るレコード製作者（ある音を最初に固定（録音）して原盤（レコード）を作った者）の権利のこと（第89条第2項）
	

	
	放送事業者・有線放送事業者の権利
	4つの著作隣接権（複製権、再放送権・有線放送権、送信可能化権、伝達権）から成る放送事業者・有線放送事業者（放送・有線放送を事業として行う者）の権利のこと（第89条第3項、同条第4項、同条第6項）
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１．あなたが所属する学会、あるいは院生として論文を投稿する予定の学会の「学会誌論文」を手元に置いて下さい。それらの論文中で使われている他の著作者の「図」あるいは「写真」が、どのような基準と作法で使われているか報告して下さい。
